
 

平成２４年度第２回庁議 会議録 

 

[日 時]  平成２４年５月１日（火） １３時～１４時１０分  

    

[場 所] 本庁応接会議室 

 

[出席者] 市長、副市長、教育長及び各部局長 

  ※環境部は、総括次長が代理出席 

※選挙管理委員会は、事務局次長が代理出席 

 

 [会次第] 

１ 市長あいさつ 

２ 議  題 

（１）臨時議会提出議案について               （関係部局） 

（２）平成２４年度重要事業及び懸案事項について       （関係部局） 

（３）指定管理者制度の検証と今後の方針について（総務部、福祉部、経済部） 

 ３ 連絡事項    

（１）笑顔甲子園（第２回）について             （企画部） 
４ その他 

  にいはまに羊蹄丸がやってきた！～旧青函連絡船 最後の一般公開の状況について 

 

 

１ 市長あいさつ 

本日の庁議の議題にもありますが、臨時市議会が５月９日に招集告示、５月１６日に招集されま

す。また、羊蹄丸の一般公開が４月２７日から始まりまして、経済部を中心に各部局での駐車場整

理など様々なところで協力いただき、ありがとうございます。後ほど、公開状況の説明を経済部の

方から報告いただくが、順調に一般公開もスタートしております。 

引き続いて６月議会も始まりますので遺漏のない対応をよろしくお願いします。 

また、本日は、「重要事業及び懸案事項」の議題があがっており、長期的な視野に立ったまちづ

くりの基礎となる部分ですので、趣旨を十分理解し、各部局長さんに指導力を発揮していただきた

いと思います。 

 

２ 議 事 

（１）臨時議会提出議案について 
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議事に入る。まず、「臨時議会提出議案について」、福祉部、総務部、企

画部、教育委員会事務局の順番で説明をお願いします。 

 ＜別添資料、臨時議会関係資料に沿って説明＞ 

 

それでは、報告第２号新居浜市障がい者計画の変更について説明します。

議案書の１ページ、２ページをお目通しください。 

新居浜市障がい者計画は、障害者基本法第１１条第３項の規定に基づき、

本市における障害者施策全般にかかわる基本的な理念、方針、目標等を定

めたものでございまして、計画期間を平成１９年度から平成２３年度まで

の５年間として、平成１９年３月に策定したものです。 

今回は、障害者基本計画の計画期間の終了を受けまして、愛媛県障害者

計画との整合を図るため、計画期間の終期を平成２３年度から平成２６年

度へ変更いたしました。 

また、平成２３年８月に施行されました障害者基本法の改正を踏まえ、

見直しをいたしております。 

計画の理念につきましては、障害者基本法の目的規定の見直しを受けま

して、市民が障害の有無にかかわらず、等しく基本的に人権を享有するか

けがいのない個人として尊重されるものであるとの考えにのっとり、一人

ひとりが、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と

個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現を目指していかなければな

らないことを明記いたしました。 

また、計画の対象者につきましても、障害者基本法の障がい者の定義の

見直しを踏まえまして、身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障が

いを含む。）その他の心身の機能の障がいがある人であって、障がい及び

社会的障壁（障がいがある者にとって障壁となるような事物・制度・慣行・

観念その他一切のもの）により、継続的に日常生活、社会生活に相当な制

限を受ける状態にある人とし、見直しをしています。 

 

総務部からは、報告第３号及び追加提案予定の人事議案について説明し

ます。  

まず、報告第３号専決処分した事件の承認についてで、本件は「新居浜

市税賦課徴収条例及び新居浜市都市計画税条例の一部を改正する条例」の

制定について、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正

する法律が、平成２４年３月３１日に公布、一部の規定を除く４月１日か

らの施行に伴い、条例の一部を改正する必要が生じたため、専決処分をし

たもので、報告し、承認を求めるものです。今回の改正は、国の平成２４



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度税制改正に係る「地方税法」等の一部改正に伴うもので、第１条で「新

居浜市税賦課徴収条例」の一部を、第２条で「新居浜市都市計画税条例」

の一部を、それぞれ改正したものです。  

議案書の３ページから１３ページまでをお目通しください。 

まず、「新居浜市税賦課徴収条例」の一部改正については、個人市民税

関係では、第３６条の２第１項、「市民税の申告」であるが、公的年金等

に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦（寡夫）控除を受けようと

する場合の申告書の提出を不要とするものです。 

次に、附則第２２条の２、「東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地

に係る譲渡期限の延長の特例」で、東日本大震災により滅失した家屋の敷

地に供されていた土地又はその土地の上に存する権利を譲渡した場合、譲

渡所得の課税の特例の適用期限を、東日本大震災があった日から７年を経

過する日の属する年の１２月３１日まで、４年間延長するものです。 

次に、附則第２３条第２項、「東日本大震災に係る住宅借入金等特別税

額控除の適用期間等の特例」で、東日本大震災により所有する住宅が滅失

等をして居住の用に供することができなくなった者については、その滅失

等をした住宅に係る住宅借入金等特別税額控除と、新たに取得又は増改築

等をした住宅に係る住宅借入金等特別税額控除を重複して適用できるもの

とするものです。 

次に、固定資産税関係では、附則第１１条の２、「平成２５年度又は平

成２６年度における土地の価格の特例」で、地方税法附則第１７条の２の

改正により、地価が下落し、修正前の価格を課税標準とすることが課税上

著しく均衡を失すると認められる場合、据置年度において簡易な方法によ

り、価格の下落修正ができる特例措置が継続されることとなったことから、

この改正に準じ、規定を整備するものです。 

次に、附則第１２条、「宅地等に対して課する平成２４年度から平成２

６年度までの各年度分の固定資産税の特例」で、負担水準が低い宅地等に

ついて、その均衡化を促進するための現行の負担調整措置を継続するため、

規定を整備するものです。 

改正の内容については、住宅用地に係る据置特例を負担水準９０％以上

の住宅用地について存置した上で、平成２６年度に廃止するというもので

す。 

次に、附則第２１条の２については、特定移行一般社団法人等の固定資

産を、非課税とする特例措置について、当該特例措置の申告に関する規定

を追加するものです。 

次に、「新居浜市都市計画税条例」の一部改正については、附則第２項
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教育委員会事務局

長 

から附則第６項まで、「宅地等に対して課する平成２４年度から平成２６

年度までの各年度分の都市計画税の特例」で、先に申し上げました「新居

浜市税賦課徴収条例」附則第１２条の固定資産税の改正と同様に、負担調

整措置の改正を行うものです。 

以上が専決処分いたしました条例の内容ですが、今回の条例改正に伴う

市税への影響見込みについては、個人市民税、固定資産税及び都市計画税

のいずれにつきましても税収への影響は、特にございません。 

次に、追加提出予定の人事議案についてです。 

まず、新居浜港務局委員会の委員の任命については、新居浜港務局委員

会の委員松本正二郎氏は、平成２４年３月３１日に辞任されたので、新た

に委員を任命するについて、議会の同意を求めるものです。 

次に、新居浜港務局の監事の任命についは、新居浜港務局の監事田中洋

次夫氏は、平成２４年５月１７日をもって任期が満了するので、新たに監

事を任命するについて、議会の同意を求めるものです。 

 

企画部からは、報告第４号について画面に出ております資料により説明

します。 

内容としましては、平成２３年度一般会計補正予算（第６号）を専決処

分したものでございまして、補正額６億２８１万９千円を追加し、補正後

の予算総額を歳入歳出それぞれ４６７億２７０万７千円とするものです。 

歳入のうち、市税につきましては、市民税、固定資産税などの決算見込

み額の増収が見込まれることから、３億５千万円を追加計上するものです。 

次に、地方消費税交付金２億４８４万４千円及び地方交付税２億５，６

１７万５千円につきましては、交付額が確定したことから、それぞれ追加

するものです。 

市債につきましては、市税等の増収分を充当し、臨時財政対策債の発行

を減額したことなどで、２億８２０万円を減額するもので、これにより、

市債残高の抑制と利子負担の軽減を図るものです。 

歳出につきましては、平成２３年度、歳入歳出決算見込み額の剰余分を

財政調整基金などの基金に積み立てるための予算措置でございます。 

内訳につきましては、財政調整基金を２億２８１万９千円、減債基金を

５,０００万円、公共施設整備基金を３億円、災害対策基金を５,０００万

円、それぞれ積み立てるものです。  

 

教育委員会事務局は、報告第５号「専決処分の報告」について説明しま

す。議案書の１５ページから１７ページでございますが、「学校給食費滞
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納者に対する未払学校給食費請求の訴えの提起」について、地方自治法第

１８０条第１項の規定によって、専決処分し、報告するものです。 

前回は、平成２１年度以前の未納について、平成２３年２月に支払督促、

１０月に強制執行を実施しましたが、今回は、平成２２年度分につきまし

て、特に悪質な滞納者１８世帯に対して、平成２４年２月２９日、支払い

督促の申立てを行いました。 

その結果、３世帯から「分割払いを希望する。」などの督促意義申立書

が提出されたことで、民事訴訟法により、訴えの提起があったものとみな

され、今回、訴訟手続きに移行することになったものです。 

訴訟の内容としては、児童の保護者３人に対し、滞納金額の合計２３万

７，８２０円の支払いを求めるものとなっております。 

なお、残り、１５世帯のうち、３世帯は督促後、全額納入したことから、

督促を取り下げておりますが、１２世帯については、現在のところは、何

の反応もないという状況となっております。 

 

臨時議会については、以上ですが、ご質問がないようなら、次の議題へ

移ります。 

平成２４年度重要事業及び懸案事項について、説明願います。新規項目、

今後の指針を変更しようとする項目など、今回特に報告が必要と考える項

目について、企画部から順番に３部局ずつお願いする。 

まず、企画部、総務部、福祉部、お願いする。 

 

 企画部は重要事業・懸案事項 ４項目の内、変更分３項目について説明

します。 

 まず、荷内沖埋立事業につきましては、第五次長期総合計画の中では、「長

期的展望に立ち、産業構造の多様化に対応した臨海性産業用地としての活用を

検討する」としておりまして、昨年度は、市議会の都市基盤・道路網整備促進

特別委員会におきまして、勉強会、現地調査が行われました。今後の指針（案）

としましては、事業の必要性、実現の可能性、財政状況、経済情勢等を踏まえ、

市全体の土地利用計画を検討する中で、荷内沖の利用についても併せて検討し

ていくこととしております。 

次に、瀬戸・寿上水道問題の取組みにつきましては、昨年度、組合役員

と説明会の開催に向けた協議を重ねた結果、市関係者と瀬戸・寿上水道組

合との意見交換会を（本年１月２４日に）開催することができました。今

後も継続した協議の場を持つことには理解をいただいておりますので、地

元の理解と協力を得ながら円満な解決を図るという基本的な方針のもと、
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次回の地元との協議ができるだけ早く開催できるよう働きかけていきたい

と考えております。 

 次に、総合文化施設の建設につきましては、平成２３年度に最終的に取

りまとめました基本設計案の事業費が、構想段階の事業費から約１３億５

千万円増加することが見込まれましたので、各種団体への説明や市民説明

会を開催し、基本設計案に対する意見交換を行った上で実施設計を開始し

たため、実施設計完了が平成２４年度にずれ込んでおります。 

今後の予定としましては、当初予算の事業費に計上されていない美術品

購入費を除く残りの建設費について、この６月議会で継続費の補正をした

いと考えておりまして、建設工事の入札を８月に行い、９月議会で工事請

負議案を提案したいと考えております。また、開館後の運営体制へのスム

ーズな移行を図るため、関係部局と協議を行い、組織体制や人員配置につ

いても検討を行うこととしております。 

 

総務部の平成２４年度重要事業及び懸案事項は４件でございますが、 

新規項目の「公売の実施」について説明します。 

税における公平性を保つため、適切な徴収業務に努めておりますが、景

気低迷の影響もあり、収納率は、ほぼ横ばい状態で推移しております。 

このような状況下、平成２２年度に債権管理対策室が創設され、より一

層の適正な債権管理及び債権回収に努め、市財政の健全化と市民の信頼に

応える公正・公平な運営を図るものとなってきております。収税課におい

てもその確保を図るため、自主納付の推進、預金、生命保険等の債権の差

押等を、今まで以上に積極的に行う滞納整理を推進しております。 

しかし、なかなか差押可能な財産が見つからず、実態としての生活困窮

もあり、滞納整理が滞る事案が数多く、また高額滞納者や長期間にわたる

差押不動産案件を処理する有効な手段がないのも現状であります。 

これらの諸問題を収税課と債権管理対策室が共同して解決し、市財政の

健全化、公平・公正な市政の運営を推進するため、全国的に滞納整理の手

段として定着しつつあるインターネットによる差押財産の公売を今年度よ

り行う予定としています。 

 具体的には、第１回目として自動車等を対象に、せり売りによる入札を

６月に予定しています。また不動産公売についても夏頃を目途に、行う予

定としています。 

インターネット公売の効果としては、差押による自主納付や、公売に付

された場合の税への充当等直接的な効果もさることながら、心理的効果や

アナウンス効果等も期待できるものです。 
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 福祉部からは、６事業のうち、変更３事業について説明します。 

まず、心身障害者福祉センターの大規模改修につきましては、６月末に

電子入札による業者決定をしたうえで、７月に着工、センターでの実施事

業に影響が少ない形での工程管理を行います。８月から平成２５年２月ま

で、改修箇所をブロックに分けて順次改修を行います。順序といたしまし

ては、新館、本館、外装となり、３月に検査を実施する予定でございます。 

次に、東新学園の建て替えにつきましては、平成２０年度に福祉のまち

づくり審議会で審議が行われた結果、慈光園南に併設する形で建設する内

容の審議報告がなされているところでございますが、建設場所や施設の運

営形態や規模、建設時期等について方針決定していない実情にあります。

平成２４年度においては、県内の建て替えが進んでいる児童養護施設の視

察研修を実施し、愛媛県他関係機関との協議を行ったうえで福祉部案をと

りまとめ、福祉のまちづくり審議会の意見を聴取するとともに、庁内合意

を経て基本方針を決定したいと考えております。 

次に、若水乳児園・若宮保育園の建て替えにつきましては、平成２３年

度に行った実施設計に基づき、平成２４年度において新若宮保育園の建築

工事（外構工事を含む）を行い、平成２５年度に開設する予定でございま

す。工事に際しては、６月議会で工事契約議案の議決後に工事着工となり

ますため、年度内竣工に向けた工期に余裕がないこと、また小学校・公民

館の整備工事との関連があるため、それぞれの運営に支障が出ないよう、

十分な調整が必要となることなどに留意をいたします。なお、旧若宮保育

園の跡地活用については、地元自治会の要望を踏まえた対応としておりま

すことから、工事の進捗状況と合わせて話し合いの機会を設け、事務を進

めたいと考えております。 

 

瀬戸寿組合の役員は代わったのか。 

 

代っていない。組合の総会を６月中に行うと聞いている。 

 

また、総会の場での説明とかこちらから説明を投げかけていくことも必

要では。 

 

そういう場を設けていただけるのなら、説明に行くということになって

いる。 

 

東新学園については、どういう姿が望ましいかを考えるように。 



 

福祉部長 

 

市民部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境部長 

 

 

はい。 

 

市民部は、１０項目のうち４項目について概要を説明します。 

 まず、地域コミュニティ活動への支援についてでございます。自治会活

動への支援策として、２３年度に熱中症及び節電対策事業の実施、防犯灯

電気代にかかる防犯活動推進事業の見直し、「自治会長さんのための便利

帳」の作成などを実施いたしました。２４年度は、これらの継続とともに、

防犯灯ＬＥＤ化推進のための整備方針を検討し決定したいと考えておりま

す。 

次に、地域防災力の向上についてでございます。自主防災組織の充実強

化のために、校区単位での自主的な防災訓練や啓発のための支援を行うと

ともに、資機材整備における市独自の支援制度について検討を行います。

防災士養成講座などの研修の参加促進を図り人材の育成に努めます。災害

時要援護者支援プランについては、毎年度、新たな該当者の台帳整備を行

ってまいります。 

次に、老朽家屋対応方針の調査・検討についてでございます。適正な管

理がされずに放置され、近隣者や通行者に悪影響を及ぼす危険建築物の実

態について平成２３年度５７，２２６棟の現地調査を実施し３，３２８棟

の台帳を整備いたしました。 

今年度は、「新居浜市空き家等の適正な管理に関する検討委員会」におい

て、今後の適正な指導・対応を行うための基本方針について、調査検討を

行ってまいります。同時に、関係各課で連携を密にし、現行制度で対応可

能なものについては、対応してまいります。 

次に、新規分の地域防災計画の修正についてでございます。現在の計画

は、平成１７年度に修正をしたものでございます。その後の、土砂災害警

戒区域の指定などの新たな項目を追加するため、平成２３年度に修正を予

定しておりましたが、東日本大震災の教訓を踏まえた対策を反映させるた

め、作業が遅れております。今年度は、国の防災基本計画、愛媛県の地域

防災計画の修正に並行して地域防災計画の修正を行います。今後は、地震

発生に関する新たな知見や被害想定に応じ、毎年度、防災会議を開催し、

見直しの検討を行います。また、業務継続計画の策定についても取り組み

を進めてまいります。 

 

環境部の重要事業及び懸案事項は、７項目のうち、新規２項目を含む５

項目を説明します。 

まず、「地球温暖化対策地域計画の策定」は、平成２３年度、本市におけ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済部 

 

 

 

 

 

 

 

る地域特性を把握するため、市民・事業者を対象に環境意識調査アンケー

トを実施するとともに、市域の温室効果ガス排出量の基準年及び将来推計

に対して削減目標の検討を行いました。平成２４年度は、策定委員会を設

置し、市民や団体、事業者のご意見を伺いながら、計画案を作成してまい

ります。 

次に、新規の「住宅用太陽光発電システム設置補助事業」は、地球温暖

化防止及び環境保全意識の高揚を図るため、平成２１年度から２３年度で

７０３件の補助をしておりますが、平成２４年度は５４０件の補助を予定

しております。 

次に、「ごみ有料化」は、大型ごみの有料化実施に向けて準備を進めてお

りましたが、東日本大震災の発生により、経済情勢が悪化する中で、政府

は増税を検討しており、大型ごみの有料化を行うことは、市民へさらなる

負担を強いることになるため、平成２４年度の実施は見送りました。この

ことから、大型ごみを含む家庭ごみの有料化については、減量化施策を推

進するとともに、第５次長期総合計画期間中に、引き続き検討を行うこと

とし、懸案事項としたいと考えております。 

次に、新規の「ごみ減量化推進」は、各種減量化施策を進め、平成１５

年度をピークに減少していますが、集団回収量を除く一人１日当たり排出

量は、平成２２年度の全国平均の９１７ｇに対し、１，０３５ｇと１００

ｇ以上多い状況であります。平成２４年度は、にいはま環境市民会議との

協働事業で生ごみ減量の取り組みを市民に広げてまいります。また、事業

系生ごみの利活用について検討してまいります。 

最後に、「公共下水道事業・浸水対策事業」は、平成２４年３月に、２４

０ｈａの認可区域の拡大を含む公共下水道事業計画の変更認可を取得しま

した。平成２３年度末の汚水処理の人口普及率は５７．７３％となってお

りまして、今後も継続し、拡大した区域やこれまで未整備の区域について、

整備促進を図ります。 

 

 経済部は、８項目のうち新規事業の「ため池浸水区域想定図作成事業」

について、説明します。東日本大震災におけるため池の決壊を受けて、市

内のため池が決壊した場合を想定し、非常時における市民の安全を確保す

るため、要避難地区および避難経路等を記載した、ため池氾濫危険地図（ハ

ザードマップ）を平成２３年度から２か年で作成しようとするものです。 

 平成２３年度の取り組みといたしましては、事業費２０，８００千円で、

現地調査、浸水予想区域の検討、浸水想定区域図の作成等を行ったもので

す。 



 

 

 

 

 

 

 

 

市長 

 

市民部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副市長 

 

 

市民部長 

 

 

 

 

建設部 

 

 

 

 

 

 

 平成２４年度は、事業費７，７００千円で、計３８か所のため池につい

て、ハザードマップを作成しようとするものです。 

 浸水区域と避難経路等を記載した図面の作成でございます。 

なお、今後の課題としては、ため池ハザードマップの活用、運用につい

て、住民への周知、住民理解の促進、地域防災計画への反映などが重要と

なります。 

 

老朽家屋対策は、どういう組織なのか。 

 

 従来の防災安全課、ごみ減量課、消防本部、建築指導課に加えまして、

資産税課、工務課を加え、具体的な検討委員会のメンバーの選定中で、５

月中には第１回目の会議を開催する予定です。 

 現状の現行制度の中で、それぞれ連携して何ができるかの検証と、それ

を超える指導をする場合は、どういう方法があるか。例えば、解体のため

の補助金を出すとか、買い上げとか、それから条例を作るとか、そういう

ことを個別に検討する。 

その検討結果によって、どういう方法を採用するかは、各市の事例等も

研究しながらすすめていく。 

方向性は出ていないが、それを調査研究していく。 

ただ、それまで何もしないのではなく、現行制度は強化していく。 

 

ワンストップサービスで年度末に２時間就業時間を延長したことで、利

用があったのか。 

 

年度末はそれほどでもなく、毎週木曜日実施分より少し多い程度で、た

だ、年度末の日曜日は、かなりの方に利用していただいた。 

今年、来年度初めの分、曜日とのからみを見ながら、市民課において検

討するようになっている。 

 

 建設部からは、１０項目のうち新規３項目について説明します。 

 まず、「市営住宅の住環境整備」につきましては、昨年度策定されました

「新居浜市公営住宅等長寿命化計画」に沿って、平成７年度に行った耐震

１次診断結果耐震２次診断の必要な２０棟の耐震診断、耐震補強設計を行

い、安心して暮らせる住宅を提供してまいります。 

平成２４年度におきましては、南小松原７－３号棟、東田団地１号棟及

び２号棟の３棟について、耐震診断及び、耐震補強設計を実施いたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、「公営住宅立替推進事業」につきましては、「市営住宅の住環境整

備」と同じく「新居浜市公営住宅等長寿命化計画」に沿って、郎宇旧受託

の立替経過卯を推進することによって、住環境の改善と、入居待機者の解

消を図ってまいります。 

次に、「地籍調査の推進」につきましては、現在まで、道路建設に伴う区

域を中心に調査を行ってまいりましたが、国の方針であります、都市部を

推進するため平成２６年度以降につきましては、ＤＩＤ地区を中心に進め

てまいります。 

 

水道局からは、５項目の内、３項目について説明します。 

まず、「施設の整備促進（新山根・船木・金子山）」についてであります

が、平成２３年度、新山根送水場及び船木配水池の用地買収を行いました。

新山根配水池については平成２４年３月に契約した、地盤改良工事を継続

して行い、平成２６年度末までに配水池を築造する計画です。 

新山根送水場は、平成２４年度に敷地造成工事を行い、平成２６年度末

までに築造する計画です。 

船木配水池は、平成２４年度敷地造成工事を行い、平成２５年度末まで

に配水池を築造する計画です。 

また、金子山配水池については、今年度関係機関との協議を行い、設計

を進める計画です。 

次に、「管路の整備促進（耐震化）」についてでありますが、既存送水・

導水・配水管における耐震化率は、平成２３年度末総延長約５９９ｋｍの

内、約７．０％であり、平成２１年度末全国平均の３０．３％からは、ま

だまだ遅れています。 

今年度は、昨年度から継続事業であります「管路台帳システム」を構築

し、このシステムを活用した管路の更新、耐震化計画を策定していきます。

特に、送水、導水とφ４００ｍｍ以上の配水管等の基幹管路の耐震化を進

め、災害時に拠点病院や公共施設等の防災拠点へ安定供給ができるような

管路の更新、耐震化計画を策定し、計画的な耐震化を進めます。 

次に、「水道監視システムの更新」についてでありますが、市内の送水場、

中継場及び配水池を通信回線で、水道管理センターに結び一元的に監視制

御を行っている、現行システムは、平成６年度から稼働し、経年による劣

化、保守部品の調達が困難である等問題があることから更新が必要となっ

ております。 

そこで、平成２３年度実施設計を行い、平成２４年度、２５年度の２カ

年で、新システムを構築します。施工に当たっては最新の情報通信技術を



 

 

 

 

教育委員会事務局
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消防本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活用し、高い信頼性と効率的な運用を実現させ、安心で安全な給水確保に

努めます。 

 

教育委員会からは、７項目中、継続１項目、新規２項目について説明す

る。 

「教育施設・体育文化施設の整備促進」では、学校校舎の耐震工事につい

ては、本年度最終年度ということで、角野小の大規模改造を含めて、４校

実施して完了する。 

神郷幼稚園については、今年度、屋上防水工事と合わせて、耐震の２次

診断を実施することから、２５年度以降、耐震工事が必要となる。 

運動場排水については、２５年度に北中を実施する予定だが、地元要望

としては、他に３校ある。 

公民館については、平成２５年度に口屋跡記念公民館、平成２８年度に

多喜浜公民館の大規模改修を予定している。 

新規項目の大島小学校については、廃校について、今回、直接地元住民

のご意見を聴くことにしており、廃校やむなしということになれば、その

後の有効活用について、住民の要望も踏まえた中で、活用の内容によって

は、関係部局と調整、庁内合意を早急に得た上で、必要なら耐震も含めた

具体的な方針を年度内に決定したい。 

スポーツ推進計画の策定については、国のスポーツ基本法、スポーツ基

本計画に基づいて策定するわけだが、「生涯スポーツ社会の実現」という

目標を基本に、市民のスポーツニーズに応えていくためのマスタープラン

という位置づけで、今年度市民の意識調査、現状分析を行い、２５年に市

民組織であるスポーツ推進審議会の審議を経て決定したい。 

 

消防本部の重要事業及び懸案事項５項目の内、２項目についてご説明い

たします。 

 はじめに、「消防団の活性化」についてでございますが、消防団活性化検

討委員会を引き続き開催し、昨年度は消防団協力事業所表示制度を導入す

るなど、諸問題の解決に向けて取り組んでおります。 

 本年度は、遠隔地である別子山地区に分団詰所を新築し、地域防災力の

強化を図るため、平成２５年度建設に向けて、実施設計を行います。 

 次に、「総合的な防災体制の強化」についてでございますが、消防広域化

につきましては、平成２０年度に「愛媛県消防広域化推進計画」が策定さ

れ、「総合的な防災体制の強化」及び市民サービス等の向上を目指して、県

下１本部、平成２２年度から県下３本部の消防広域化に向けての協議を行



 

 

 

 

 

 

 

 

市長 

 

 

って参りましたが、国の指針に沿った効率的な体制には満たされませんで

した。 

そのため、災害対応能力、市民サービス等が向上する広域化を目指し、全

国及び中予・南予地区の動向等を注視しながら、必要に応じて協議して参りた

いと考えております。 

以上で説明を終わります。 

 

それでは、重要事業、懸案事項の追加と廃止については、以上のように

決定する。各部局、目標を立てて、進行管理を徹底し、遺漏のない対応を

お願いしたい。 

（２）平成２４年度重要事業及び懸案事項について 

市長 

 

 

 

 

総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、指定管理者制度の検証と今後の方針について」、まず、総務部か

ら指定管理者制度についての全体的な説明と今年度の作業スケジュールに

ついて説明の後、福士部、経済部の順番で説明森林公園ゆらぎの森の指定

管理について説明をお願いします。 

 

「指定管理者制度の検証と今後の方針」について説明します。 

指定管理者制度導入施設数については、平成１６年度から「くすのき園」、

平成１８年度から総合福祉センターなど３６施設、平成２１年度から「斎

場」と、３８施設において導入していましたが、２２年度の庁議において

決定したとおり「別子山市民グラウンド」が２３年度から直営に戻り、２

３年度に公募した「慈光園」は、応募者がいなかったため、今年度、再度

公募する予定です。 

ゆらぎの森は、今後、（有）悠楽技の指定を取り消し、再度公募し、６月

議会に指定の議案を上程する予定です。これにより、最終的には平成２５

年度には３８施設が導入という形になります 

これらの施設のうち、今年度は、新規の「慈光園」と、一度指定取り消

しを行い、再度公募する「ゆらぎの森」の２施設において、指定管理者の

候補者の選定を行います。 

「ゆらぎの森」についてのこれまでの詳細な経緯及び今後の考え方につ

いては、経済部長から御説明いただきたいと存じますが、既に、５月号市

政だよりにおいて公募をかけて、６月議会に指定の議案を上程できるよう

なスケジュールで進んでおります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉部長 

 

また、今後の募集、選定委員会の設置等を含めた、全体的な進行管理は、

総務課で行うことにしています。 

指定管理者制度の基本的な考え方などについて掲載いたしております

が、今年度も、昨年度同様、特に留意していただきたいのは、２、３ペー

ジに掲載した「４ 指定管理者制度の評価と再指定の在り方」です。 

特に、３ページの下から３行目、「指定管理者には施設の管理権限そのも

のを委ねることになるが、市の設置者責任（当事者意識）が希薄化し、指

示・監督が不十分となるおそれがある」点について、十分御留意ください。 

また、今年度の手引には、１０ページ以降に「指定の取消し」について

の記載を入れました。指定取消しの事由の参考例や手続、指定管理者の撤

退などへの対応についても書いておりますので、施設管理課は参考にして

ください。 

指定に際しての具体的な留意事項は、今年度の各担当課には既に説明済

みですので、詳細な説明は省略します。資料は後ほどお目通し願いたいと

思います。 

次に、今後のスケジュールについて簡単に御説明しておきます。画面「平

成２４年度指定管理者制度の作業スケジュール」（エクセルファイル）を御

覧ください。 

 今年度は変則的で、６月議会に「ゆらぎの森」の指定の議案を上程する

ことから、ゆらぎの森だけ先に候補者選定委員会を開催することになりま

す。 

 慈光園の公募のスケジュールは、従来どおり、１２月議会に指定の議案

を上程するような日程で進めたいと考えております。 

また、２５年度以降の予算措置についても、この段階で検討していただ

きたいと思います。 

本日の庁議において、このあと、福祉部と経済部からそれぞれ、これま

での経緯、今後の方針案を説明していただき、その方針案について検討し、

決定されれば、このスケジュールに従って、事務を進めていくこととなる

ので、よろしくお願いします。 

 

慈光園の管理運営については、昨年、平成２４年４月からの指定管理者

制度導入を目指して公募を行いましたが、応募者はありませんでした。こ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のため、本年度はこれまでどおり直営での運営とし、募集条件を精査した

うえで、平成２５年４月からの指定管理者制度導入を目指しております。 

昨年の公募に際しては、老人福祉法上設置主体となりうる社会福祉法人

とする旨、条例において規定し、本市に介護保険事業所を有する者を対象

としましたが、今年度の公募においては、６月議会で条例改正を行い、医

療法人など適切な管理が可能と考えられる事業者を募集対象に含めたいと

考えております。このことについては、現在、指導権限を有する愛媛県に

見解を求めているところです。 

また、昨年の公募では、国が技術的助言として示しております「措置に

要する費用の算定方式」を基準として指定管理料の上限を設定いたしまし

たが、事業者からは金額が低すぎる上、管理実績が無い、職員確保が不透

明であることなどから、応募できないとの意見がございました。 

このため、現在、昨年度の管理実績を基に、指定管理料相当額を算出し

ているところであり、また、再度、事業者への意向確認をしているところ

です。その内容を踏まえ、５月の企画財政会議で協議し、方針決定したい

と考えております。 

その後、７月までに募集条件の詳細を見直し、８月の公募を予定してお

ります。 

なお、指定期間は、平成２５年度から平成２７年度までの３年間を予定

しております。 

 

ゆらぎの森の管理につきましては、合併当初より別子観光センターとと

もに、有限会社悠楽技へ.管理委託をいたしておりますが、厳しい経営状況

が続く中、今回の不法投棄の問題等により経営状況はさらに悪化、管理の

継続が困難となり、６月３０日をもって指定管理者の指定解除をお願いし

たい旨、同社より申し出がありました。 

このことを受けまして、市といたしましては、有限会社悠楽技に対して、

ゆらぎの森及び別子観光センターに係る指定管理者の指定を６月末で取り

消すことといたしました。 

しかしながら、ゆらぎの森の営業につきましては、継続して行う予定で

あり、７月以降の新たな指定管理者を決定する必要がありますことから、

５月には指定管理者の公募を行い、６月市議会での手続きを経たうえで、

７月からはゆらぎの森の運営を新たな指定管理者に委ねたいと考えており

ます。 

募集の方法といたしましては、これまでは非公募でありましたが、多様
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な事業者の参入を促すため、今回は公募といたしております。公募の条件

は、宿泊施設、レストラン等については、これまでどおり利用料金制度と

し、園地管理等に係る費用分を委託料として支払うこととしております。 

期間につきましては、平成２４年７月１日から２７年３月３１日までの

２年９か月とし、募集は５月１日から３１日、提出書類の受付期間は５月

２２日から３１日とする予定でございます。 

また、応募者に対しましては、別子山地域の雇用の確保及び施設の円滑

な運営継続を図るため、可能な限り現在の雇用を継続していただくよう検

討をお願いしたいと考えております。 

 

指定管理者の中身は、説明しましたとおりで、ゆらぎの問題もそうです

が、指定管理をしている中で、それがふさわしくないというときには、い

ろいろな措置もあるということですので、各指定管理者は、十分注意をし、

関係のあるところへ 注意喚起をしておいてください。 

ゆらぎはこういう事情で変則ですが、このままでは立ちいかないという

状況ですので、施設の管理の空白を生まないために、こういう形で指定管

理者を募集していきます。 

 

 

３ 連絡事項   

笑顔甲子園（第２回）について 

市長 

 

企画部長 

 

 

 

 

 

 

連絡事項を企画部から。 

 

お手元に配布しておりますチラシのとおり、今年８月２５日（土）、２６

日（日）に、昨年に引き続き第２回高校生笑い日本一決定戦｢笑顔甲子園｣

を開催いたします。 

４月下旬に記者発表も行い、広く周知するために、現在、ポスター、チ

ラシの配布等を行っているところです。 

また、昨年度の様子などが見える形でのホームページもアップし、募集

を開始しておりますので、出場者募集やイベントの告知について、各部局

の協力をよろしくお願いします。 

 

 

４ その他  

にいはまに羊蹄丸がやってきた！～旧青函連絡船 最後の一般公開の状況について 
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総務部長 
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羊蹄丸の公開については、各部局の協力に対して、まずは、御礼を申し上

げます。おかげさまで、これまでのところ順調な公開ができており、好評を

得ております。 

これまでの入込客数としては、４月２７日午後から３０日までの３日半

で、６，０４４人で、その内７割余りが当日券です。 

また、先般は青森市長もお出でいただき、いろいろ交流をさせていただき

ました。それから５月３日には、多喜浜新田子供太鼓台が来場予定で、また、

おそらく、５月３日から５月４日には、１万人の入場者があろうかと思うこ

とから、簡単な１万人突破セレモニーを予定いたしております。 

また、５月１３日から、特に大きなイベントがありますが、チラシを作っ

てはいますが、周知がもう一つということもあり、新聞折り込みチラシによ

り広報する予定です。 

全般に来られた方には、好評を得ているところです。 

 

大変順調のようで、現場も大変頑張ってもらっていますが、くれぐれも怪

我などがないよう気を引き締めて対応ください。 

 

他に連絡事項は、ないか 

それでは、以上のようなことで、また、明後日から後半戦の連休がありま

すが、休める方は、しっかり休んでいただき、仕事の方もいらっしゃいます

が、よろしくお願いする。 

 

クールビズの方は、どうなっているか。 

 

明日の庶務担当で流して、１０日くらいから実施していく予定です。 

 

こちらの方は、また、皆さんに通知があると思いますが、例年より先行し

て、環境対策、省エネ対策として実施しますので、お願いする。 

何かほかに連絡事項はないか。 

ないようでしたら、これで、第２回庁議を終了する。 

 

 

 

 


